
「政治活動制限条例」「労使関係条例」を提案しないよう求める全職員署名 

 

８月２日、松井知事は、憲法で保障された政治的自由や労働組合活動を制限する「政治活動制限条例」「労

使関係条例」を９月議会に提案することを表明しました。これらの条例は、昨年、維新の会府議団が提出し

たものですが、その後も議会の合意が得られず、３度にわたり継続審議となっています。松井知事はこの間、

「府職員は公務員である立場を踏まえた対応をしている」「地公法を上回る規制は必要ない」と条例の必要

性を否定していました。 

それが一転し、松井知事は、「大阪都構想のため設置された、府市大都市局の職員が「日本維新の会」の

参院選へむけた決起集会があることを知らせるメールを庁内に発信したこと」を唯一の理由に、条例提案を

表明しました。しかしこの件は「維新の会」自らが質すべき不当な政治行為であって、それを府の職員全体

の問題にすりかえることは断じて許されません。 

昨年１２月７日、公務員の政治活動について認める最高裁判決が出され、「政治活動制限条例」制定は憲

法に反するものです。また「労使関係条例」制定は、「公務員の労働基本権を保障するよう」ＩＬＯから日

本は継続して勧告を受けており、世界の流れから逆行するものです。 

これらの条例のねらいは、職員の思想・良心の自

由や労働基本権を不当に制限することで、労働組

合・職員への統制を強め、子どもや住民の声を聞く

より、上司の命令だけを聞く、「権力の忠実なしも

べ」へと変質させることです。 

私たちは、府職員・教職員が「憲法の担い手」と

して、職場で自由闊達に意見を出し合い、良質な住

民サービスの向上のために仕事ができる職場、どの

子にもゆきとどいた教育のできる職場を守るため、

「政治活動制限条例」「労使関係条例」を提案しな

いことを求めます。 

 

大阪府知事 松井 一郎 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府関連労働組合連合会（府職労・大教組） 

職場名（               ） 

氏         名 氏         名

Your choice? 

憲法・地方自治法をいかして 

政治活動制限条例 
労使関係条例で… 


